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令 和 ３ 年 度 金 沢 市 一 般 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令 和 ３ 年 度 金 沢 市 営 地 方 競 馬 事 業 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 222,562,259
千円

２．歳 出 総 額 214,157,550

３．歳 入 歳 出 差 引 額 8,404,709

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額 3,905,403

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計 3,905,403

５．実 質 収 支 額 4,499,306

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 4,235,692
千円

２．歳 出 総 額 4,176,336

３．歳 入 歳 出 差 引 額 59,356

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 59,356

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ３ 年 度 金 沢 市 市 街 地 再 開 発 事 業 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令和３年度金沢市公共用地先行取得事業費特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 48,294
千円

２．歳 出 総 額 48,294

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 379,883 
千円

２．歳 出 総 額 379,883 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

令 和 ３ 年 度 金 沢 市 工 業 団 地 造 成 事 業 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令 和 ３ 年 度 金 沢 市 住 宅 団 地 建 設 事 業 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 1,985,990 
千円

２．歳 出 総 額 1,898,203 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 87,787 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額 87,787 

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計 87,787 

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 151,673 
千円

２．歳 出 総 額 151,673 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ３ 年 度 金 沢 市 駐 車 場 事 業 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令 和 ３ 年 度 金 沢 市 国 民 健 康 保 険 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 154,044
千円

２．歳 出 総 額 154,044 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 44,534,324 
千円

２．歳 出 総 額 44,349,017 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 185,307 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 185,307

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

令 和 ３ 年 度 金 沢 市 後 期 高 齢 者 医 療 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令和３年度金沢市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 6,457,637 
千円

２．歳 出 総 額 6,439,144 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 18,493

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 18,493

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 81,902 
千円

２．歳 出 総 額 14,289 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 67,613 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 67,613

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ３ 年 度 金 沢 市 介 護 保 険 費 特 別 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 40,498,196 
千円

２．歳 出 総 額 39,806,211

３．歳 入 歳 出 差 引 額 691,985

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 691,985 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額


